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平成２５年度
第２回北海道男女平等参画審議会議事録

日時 平成 25 年 10 月７日（月）13：30～16：08

場所 か で る 2 ・ 7 1 0 ７ 0 会 議 室

１ 開 会

挨拶（環境生活部くらし安全局長 浜田 美智子）

２ 議 題

(1） 諮問

・第２次北海道配偶者暴力防止及び被害者保護・支援に関する基本計画の改定について

(2） 審議事項

・北海道男女平等参画審議会専門部会の設置について

・第２次北海道男女平等参画基本計画平成 26 年度重点事項について

・北海道男女平等参画審議会専門部会の設置について

(3） その他

３ 閉 会
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１．開 会

○事務局（木元男女平等参画担当課長） 皆様、こんにちは。

時間より若干早いのですが、皆さんおそろいでございますので、ただいまより、今年度２回目の

北海道男女平等参画審議会を開催いたします。

開催に当たりまして、くらし安全局長の浜田美智子からご挨拶を申し上げます。

○浜田くらし安全局長 皆さん、こんにちは。

浜田でございます。

７月の第１回に引き続きまして、本日は、お忙しいところをご出席いただきまして、まことにあ

りがとうございます。

本日の審議会は、お手元の次第にございますように、１点目に北海道から諮問させていただきた

いのですが、諮問事項は、現在の第２次北海道配偶者暴力防止及び被害者保護・支援に関する基本

計画がございまして、今年度で期間が終了となりますことから、その改定につきまして、後ほど、

諮問をさせていただきたいと考えております。

審議事項は３点ございまして、そのうち、来年度の重点事項につきましては、委員の皆様からあ

らかじめご意見をいただいております。

お忙しい中、ご協力をいただきまして、ありがとうございました。

男女平等に関する最近のニュースでは、苫小牧市が審議会での議決を経まして、来月の１１月に、

道内で初めて、男女平等参画都市宣言をする運びになりました。

苫小牧市では、平成１１年から市議会での取り組みがスタートしたと聞いております。

平成２１年には、市の基本計画の中で、男女平等参画宣言を検討するということを盛り込まれて、

昨年は市民の意識調査を実施したと伺っております。

その意識調査の結果では、やはり、性別による固定的な役割分担や、社会の慣習上での男女の不

平等さが残っていると感じられている市民が６９％いらしたという経過を踏まえまして、苫小牧市

では、男女平等参画都市宣言をすることが議会で決定されたと聞いております。

今後の苫小牧市の取り組みに期待するとともに、道としても、こうした動きが道内の市町村に広

がるよう努めてまいりたいと考えております。

きょうは、重点事項の審議に時間を要しまして、挨拶を短目にと言われておりますが、最後に一

つだけ、審議会と直接関係ないのですが、お話をさせていただきます。

今、道と関係機関、国、それから、北大、札幌大学にも参加していただいているのですが、イラ

ンカラプテキャンペーンを実施しております。

これは、推進協議会が別にありまして、道も入っておりますけれども、イランカラプテというの

は、こんにちはという意味で、アイヌの人たちの挨拶でございます。この言葉で北海道のおもてな

しの合い言葉にしたいということで、今、キャンペーンを推進中でございます。これから、千歳空

港やいろいろなところで、観光客の方にもおもてなしの言葉としてこれを定着させていくというキ

ャンペーンでございます。

きょうは、審議会の冒頭に時間をいただきまして、紹介させていただきました。

それでは、早速、ご審議をよろしくお願いしたいと思います。

私からの挨拶は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） それでは、本日の出席状況でございますが、本審議会は、

北海道男女平等参画推進条例の規定により、委員の２分の１以上の出席がなければ成立しないとい

うことでございますが、本日は、多田委員がご都合で欠席されておりますけれども、委員１５名の

うち１４名の出席をいただいておりますので、会議が成立していることをご報告いたします。

なお、本日、私の後ろに北海道男女平等参画推進本部の幹事も出席させていただいております。

それではまず、最初にお配りしてございます資料の確認をさせていただきます。

○事務局（佐藤主幹） 男女平等参画グループ主幹の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いしま

す。

本日の配付資料につきまして、ご確認させていただきます。

まず、皆様の机の上には、本日の審議会の次第と出席者名簿、さらに配席図を配付させていただ

いております。
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審議会次第の裏側のページをごらんください。

配付資料の一覧を記載してございますが、資料１－１の「第２次北海道配偶者暴力防止及び被害

者保護・支援に関する基本計画」改定の進め方から、資料１１の平成２４年度北海道男女平等参画

チャレンジ賞受賞者一覧までの一連の資料につきましては、あらかじめ皆様に送付させていただき

まして、本日、持参いただいているところでございます。

本日、新たに配付させていただいた資料としましては、まず、参考資料としまして、カラーのリ

ーフレットでございますが、男女平等参画社会とはというものを用意させていただきました。

この資料は、前回の審議会におきまして、足立委員から、苦情処理委員制度に関するご質問の中

で、リーフレット等についてお示しいただきたいという意見がございましたので、大変遅くなり恐

縮でございますが、本日配付させていただいております。

このリーフレットの最後のページで、苦情処理委員制度についてご説明させていただいておりま

すので、後ほどご確認いただければと思います。

また、事前送付資料のうち、資料７につきましては、その内容等の一部に訂正がございました。

後ほど、審議事項に係る説明の中で訂正箇所等についてご説明申し上げますが、新たな資料をご用

意いたしましたので、差しかえていただきますよう、よろしくお願いいたします。

以上でございますが、お手元の資料に不足等がございましたら、事務局にお申し出てくださるよ

うにお願いします。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） 今、資料の確認をさせていただきましたが、よろしゅう

ございますか。

２．議 題

○事務局（木元男女平等参画担当課長） それでは、これからの議事進行は広瀬会長にお願いした

いと思います。

会長、よろしくお願いいたします。

○広瀬会長 皆様、こんにちは。

きょうは、お忙しいところ、ありがとうございます。

それでは、議題に入りたいと思います。

まず、議題（１）でございますが、第２次北海道配偶者暴力防止及び被害者保護・支援に関する

基本計画の改定について、知事から諮問がありますので、諮問を受けたいと思います。

○事務局（浜田くらし安全局長） 「北海道男女平等参画推進条例（平成１３年北海道条例第６号）

第２４条第１項の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

１ 諮問事項。

『第２次北海道配偶者暴力防止及び被害者保護・支援に関する基本計画』（平成２１年３月策定）

の改定について。

２ 諮問理由。

北海道は、平成１３年に『北海道男女平等参画推進条例』を策定し、男女の人権の尊重を基本理

念の根底に据え、男女平等参画を阻害するあらゆる暴力の根絶を目指しています。

平成１６年には、『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律』の一部改正が施行

され、都道府県は、配偶者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画を定めるよう規定され

ました。

これらを受け、道では、平成１８年３月に、平成２０年度までの３年間を計画期間とする『北海

道配偶者暴力防止及び被害者保護・支援に関する基本計画』を策定し、その後、平成２１年３月に

は、平成２５年度までの５年間を計画期間とする『第２次基本計画』を策定し、配偶者の保護に向

けた施策の総合的かつ計画的な推進を図ってきたところです。

この度、計画期間の満了に伴い、本年７月の法改正や今後策定が予定されている国の基本方針の

ほか、社会の様々な状況変化等を踏まえて『第２次基本計画』を改定するに当たり、貴審議会の意

見を求めるものです。

平成２５年１０月７日。

北海道男女平等参画審議会会長広瀬玲子様。

北海道知事高橋はるみ。」。
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〔諮問書の手交〕

○広瀬会長 ただいま、知事から諮問がありました件につきまして、まず、事務局から説明をお願

いいたします。

○事務局（佐藤主幹） それでは、ただいま諮問させていただきました第２次北海道配偶者暴力防

止基本計画の改定に当たっての基本的な考え方やスケジュールなどにつきまして、資料１に基づき

まして説明させていただきます。

座って説明させていただきます。

初めに、線で囲んだ部分の現行計画についてでございますが、先ほど、局長からの諮問理由でも

若干触れましたが、北海道の計画につきましては、配偶者暴力防止法第２条の３の第１項に基づき

まして、平成１８年３月に、北海道配偶者暴力防止及び被害者保護・支援に関する基本計画を策定

し、その後、平成２０年１月に改定されました国の基本方針を勘案し、平成２１年３月に現在の第

２次北海道配偶者暴力防止基本計画を策定したところでございます。その内容につきましては、資

料１－２としまして、今回は冊子で配付させていただきましたので、後ほどご覧いただければと思

います。

計画の期間につきましては、平成２１年度から平成２５年度までの５カ年としておりまして、今

年度で計画期間を終えますことから、このたび、必要な改定を行うものでございます。

次に、１の改定計画の性格でございます。

一つ目は、この計画は、配偶者暴力防止法、いわゆるＤＶ防止法に基づく計画であるということ。

二つ目は、道の男女平等参画推進条例の趣旨を踏まえまして、男女平等参画の実現に向け、配偶

者からの暴力防止及び被害者保護に関する基本的な考え方や施策の方向性、総合的な体系を示すも

のであること。

三つ目としましては、新・北海道総合計画を推進するための特定分野別計画という位置づけも持

たせているところでございます。

次に、２の計画期間でございますが、現在の計画と同様に、道における類似計画等も参考にしな

がら、概ね５年としまして、その間に法律の改正や国の基本方針の見直し、あるいは、社会情勢の

変化などにより、新たに盛り込むべき事項が生じた場合には、必要に応じて見直すこととしており

ます。

次に、３の改定に当たっての基本的な考え方でございます。

一つ目としまして、都道府県の基本計画につきましては、ＤＶ防止法により、国の基本方針に即

して定めなければならないと規定されておりますので、来年１月を目途に国において新たに策定す

る予定の基本方針の内容を勘案して策定いたします。

二つ目としましては、現行の計画に盛り込んでいる取組に対しまして、現在、どういう進捗状況

にあるのかということを十分検証した上で、次の改定計画の中に反映することとしております。

次に、４の名称でございますが、現在は、第２次の計画でございますので、第３次になるという

ことです。また、本年７月のＤＶ防止法の一部改正によりまして、法律の名前が「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律」としまして、保護の後に「等」が新たに追加されまし

た。このことから、法律の名称もこの改正に合わせまして、「等」を追加させた名称としたいと考

えております。

次に、５のスケジュールでございます。

最初に、本日、本審議会に諮問させていただきました。

後ほどご審議をいただきますが、本審議会に専門部会を設置し、その専門部会で計画の素案につ

いてご検討いただきまして、来年２月に開催予定の本審議会におきまして、専門部会の検討結果を

踏まえて計画素案を決定し、審議会としての答申をいただくこととしております。

その後、来年４月以降には、道民からの意見聴取としまして、パブリックコメントや関連する団

体等との意見交換などを行いながら、来年の６月ごろには計画案を作成しまして、７月には、知事

をトップとする庁内推進本部において決定し、最終的に本審議会へも報告させていただきたいと考

えております。

最後に、その他でございます。

この計画の検討を実務的に進めるための組織としまして、庁内の関係課、あるいは、教育庁、道
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警等の関係課なども含めた検討会を設置してございまして、今後、開催される専門部会での審議状

況などとあわせまして、検討を進める体制としております。

次に、資料２をご覧ください。

本年７月３日に公布されましたＤＶ防止法の一部改正の内容について、内閣府でまとめた資料に

より、簡単に説明させていただきたいと思います。

この改正法は、来年１月３日より施行されるわけでございますが、主な改正内容としましては、

四角に囲った部分に改正内容として記載のとおり２点でございます。

１点目は、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても法の適用対象に

なり、対象が拡大されるということです。

２点目は、先ほども触れましたけれども、それに伴って法律名が若干変わるということでござい

ます。

下の段の図をご覧ください。

改正前では、配偶者ということで、法律上、結婚、婚姻している配偶者に加えまして、事実婚と

離婚前から暴力を受けていた場合の元配偶者も含まれるとしておりましたけれども、今回の改正で

は、この法を準用しまして、適用対象が拡大されました。

生活の本拠を共にし、婚姻関係に類する共同生活を営んでいる交際相手とその関係を解消する前

から暴力を受けていた交際相手が新たに対象になることとなります。

次に、資料３をご覧ください。

説明は省略させていただきますが、ＤＶ防止法の概要ということで、現行の法律について、まだ

今回の改正については反映されておりませんが、内閣府で作成したリーフレットを参考としてお配

りいたしました。

次に、資料４としまして、現在の国の基本方針の概要を配付してございます。

これも、細かな内容の説明は省略させていただきますが、先ほども申し上げましたけれども、内

閣府では、来年１月の法の施行日を目途に、この方針を見直すこととしてございまして、改正の中

身としましては、今回の法改正の内容を反映させることと、この方針ができた平成２０年１月以降

の関係省庁の計画等との調整等が必要になった部分について、今回まとめて見直しを行うというふ

うに聞いているところでございます。

道としましては、こうした内閣府からの改正に係る情報などを適宜確認しながら作業を進めてま

いりまして、来年１月に示される最終的な国の基本方針の内容を踏まえ、基本計画の策定事務を進

めてまいりたいと考えております。

○広瀬会長 ただいま、資料１－１、１－２、そして４によって説明がございましたけれども、今

の説明につきまして、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。

○山根委員 山根と申します。

私は、この内容についてではなくて、文言といいますか、言葉の部分で、この前の基本計画につ

いて若干ご質問させていただきたいと思っております。

最近は、「婦人」という言葉はほとんど使われなくなっておりますが、この中では、それがすご

くたくさんありまして、そういう部分の変更は可能なのかどうか。それから、「母子家庭等」とい

うところがありますが、その「等」とはどのような部分を指しているのか。ひとり親家庭という言

葉ではだめなのかと思っておりました。

女性だけの問題ではなく、男性の方にも大きくかかわるのではないか、平等参画という立場から

そのように考えました。

６９ページにあります「外国人等」の「等」も、簡単に使われていますけれども、細かく理解し

たいと思いまして、お尋ねいたします。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） 今ご質問のありました「婦人」という言葉のお話でござ

います。これは、国で、いまだに婦人という言葉を使っておりまして、婦人保護施設等という言葉

を使っております。現在、内閣府で、婦人という言葉も含めて、今おっしゃったように、最近は「婦

人」という言葉をあまり使いませんので、「女性」という言葉になると思いますけれども、そうい

う言葉に置きかえる検討会が現在開かれておりまして、最近は情報が入ってきていないのですけれ

ども、とりあえず、今のところ、内閣府ではそういう検討を進めております。北海道の場合、北海

道だけではなくて、全国でもそうですが、内閣府が「婦人」という言葉を使わなくなれば、また新
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たにそちらの言葉に置きかわることになると思います。

○事務局（佐藤主幹） まず、外国人等の関係からお話しさせていただきます。

ここには、６９ページに外国人等の人権の尊重と書いておりますが、ＤＶ被害者には外国人や障

がい者、高齢者など様々な方がいらっしゃいますので、そういう方に対しては、人権を尊重して対

応しなさいということになっております。

その中で、様々な人権に配慮が必要な方々を称して代表的に「外国人等」と書いていると理解し

ておりまして、私どもとしては、外国人だけではなくて、障がい者、高齢者などのハンディを抱え

ている方々全てを称して「外国人等」と整理させていただいているところでございます。

恐らく、母子家庭の関係も、母子という言い方がいいかどうかはありますけれども、ＤＶ防止法

は、まさしく男性も女性も被害者になるわけでございまして、おっしゃるとおり、当然、男性も含

まれます。それでは、父子はどうなのだということになるわけですけれども、この辺は、私どもと

しても、次期計画の中で表現について検討してまいりたいと考えております。

○広瀬会長 山根委員、よろしいでしょうか。

○山根委員 つけ足して話していいですか。

今、「婦人」の部分について、内閣府が変わらなければこちらが変わらないというお話がありま

したが、それは、北海道の独自の活動になれないということなのか。向こうになかったらこちらは

できないという発想のお話になるので、私は、先駆けて変えた方がいいものは変えていくべきだと

考えています。

それから、外国人等のところで、障がいのある方や高齢の方という部分でとおっしゃられました

が、外国人と障がいのある方と高齢の方が並列になるような問題ではないと思うので、そういうと

ころは、適宜、変えていかなければならないと思いました。

○広瀬会長 今のご意見は、ご意見として聞いておくということにしたいと思います。

どうもありがとうございました。

ほかに、資料の説明に関していかがでしょうか。

○崎広副会長 道経連の崎広です。

事務局に質問ですけれども、この諮問は、他県などでもこういう男女平等参画審議会に投げかけ

ているのかという質問です。

というのは、この内容は、ＤＶということで、確かに男女共同参画という側面もあるのですが、

一方では、警察が絡んでくるような問題、子どもの被害の問題、ストーカー問題などもかかわって

きますので、司法警察も含めて、中に入り込んでいくと非常にシビアな問題を内包しています。

それから、道の中でも、子どもの未来育成関係のところは、別途、進んでおりますね。

当然、ＤＶの先につながっているところで、子どものところとの政策も影響が出てくるのではない

かという思いがあります。この審議会において答申されるのはいいのですけれども、ほかの都道府

県はどういった形で審議会にかけているのかということを知りたいと思います。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） 全国的に全てを調査したわけではないのでわからないの

ですが、ほとんどの県が、私どものように男女平等参画あるいは男女共同参画の審議会で審議をし

てございます。

それから、今、副会長がおっしゃったように、この問題につきましては、警察、子ども未来、児

童虐待の児童相談所等々がかかわってまいります。今日も後ろにご出席をお願いしておりますけれ

ども、男女平等参画推進本部がありまして、今言いました警察や教育も含めて検討会も設けていま

して、同時といいますか、専門部会と同じレベルぐらいで庁内でお話をさせていただこうという進

め方を考えております。

○崎広副会長 そうすると、ほかの部門にも同じような問題を投げかけているということですか。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） そうでございます。

○崎広副会長 それが回り回って北海道の審議会でそういったところがまとまって意見が出てくる

ということですか。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） そうでございます。

審議会の専門部会でご議論いただいたものを、庁内の各部各課におろして、これでいいですか、

何かご意見はございませんかという形で意見を吸い上げて、何かあれば部会に報告することを考え

ております。
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○崎広副会長 そうすると、男女平等参画審議会としては、一義的に、男女平等の観点からこの問

題にアプローチしていけばいいという理解ですか。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） そういうことでございます。

○崎広副会長 もう一つ質問ですけれども、１月に国の方針がまとまってということなので、１月

の方針としてもう固まっているものは今日配られているのですか。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） 今言いましたように１月ですから、まだ固まっていませ

ん。お配りしているのは、先ほどご説明した資料までしか国からは来ておりません。

○崎広副会長 そうすると、１月に国の方針を見て２月に答申をまとめるということになると、実

際に、その答申を見て、１カ月しかないという理解でよろしいですか。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） 期間的には１カ月ですが、国では、既に素案を都道府県

あるいは市町村に流しまして、意見募集が終わっています。それをまとめて、また案のような形で

１１月に示されますので、それが示されてくると、その後の最終案は大きくは変わらないだろうと

思っていますので、国の方針が出た後の１カ月間で審議ができると思っています。もし、そこで審

議が足りなければ、延ばすということは可能でございますので、そのあたりは進めながら考えてい

きたいと思っております。

○崎広副会長 わかりました。ありがとうございます。

○広瀬会長 ほかにご質問等はございませんでしょうか。

○山根委員 私も今のことについて、すごく疑問に思っています。この基本計画の「はじめに」と

いうところを見て、男女平等参画を阻害する暴力的行為と書いてあったので、それだから、ここで

ＤＶの問題が話し合われるのだと思ってきたのですが、やはり違和感を持ちながら参加しました。

○広瀬会長 ほかに、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。

○山根委員 進め方のところにスケジュールがあるのですが、道民の意見の聴取、パブリックコメ

ント、関係団体等との意見交換とあります。パブリックコメントは、私はインターネットをやって

いないので、そういう情報については全く疎いのですが、仲間から情報をいただいたりして、パブ

コメに参加したりしています。

こちらの方も、これだけではなくて、せっかく道の広報紙「ほっかいどう」がありますので、そ

ういうものに記載いただくと広く道民に伝わるのではないかと思います。私のいる南幌町では、広

報紙「ほっかいどう」も新聞にとじ込む形でやっておりまして、新聞をとっていないところには届

かないという状況になっています。あとは、役場とか公共の施設に置いているという状況ですが、

それでもパブコメよりは広く周知できるのではないかと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。

○広瀬会長 今の点について、広報の仕方はいかがでしょうか。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） 今、おっしゃった中の一つに広報紙「ほっかいどう」が

あるのですが、これが時期的に合うかどうかということが１点あります。もし合えば、当然載せて

もらいますし、パブコメをやっているということ自体、最終確認はしてございませんけれども、新

聞に載るはずでございます。

たしか、北海道で新聞紙面を使ってパブリックコメントをやっているというＰＲはする予定でご

ざいます。

○広瀬会長 ほかにいかがでしょうか。

○山崎委員 女のスペース・おんの山崎でございます。

先ほど、ＤＶ防止法に基づく基本計画を審議会でどうなのかという意見が出されたのですけれど

も、私どもは、多くの高校を回ってデートＤＶの話をしているのですが、やはり、アンケート調査

の結果でも、基本的に暴力というのは、力の差のあるところで発生しやすいです。それは、どうい

うことかというと、大人から子ども、障がいのない人から障がいを持っている人というところで、

力の差のあるところに暴力が発生しやすいと私たちは感じていて、そういうお話をしています。

上司から部下もそうだと思うのですけれども、ＤＶというのは、男女の間の力に差があるところ

に発生します。その力をいまだに多く持っているのは男性だというところで、基本的には、昔から

言われている家父長制から延々と続いている戦後高々六十何年で、民法が変わって六十何年ですけ

れども、そこで脈々と続いている男女平等ではない考え方というのがＤＶの基本だと私たちは思っ

ています。
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ですから、ＤＶの根底というのは、まさに男女平等の根幹にかかわっていくものだと思って、Ｄ

Ｖの基本計画をこちらの審議会で審議していきたいと強く感じているところでございます。

○広瀬会長 ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 もしございませんようでしたら、この説明を受けて審議事項に入りますが、よろしい

でしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 それでは、そうさせていただきます。

資料５です。

「第２次北海道配偶者暴力防止及び被害者保護・支援に関する基本計画」の改定にかかわる専門

部会の設置についてという議題になっております。

この説明をお願いいたします。

○事務局（佐藤主幹） 資料５の北海道男女平等参画審議会専門部会の設置についてでございます。

まず、１の部会設置の根拠でございます。

この専門部会は、北海道男女平等参画推進条例の第３０条に基づきまして、審議会に「第２次北

海道配偶者暴力防止及び被害者保護・支援に関する基本計画」を改定するための専門部会を設置す

るものでございます。

次に、２の専門部会設置の理由でございますが、この計画の改定につきましては、専門的な知識

を要することから、法律の専門家やＤＶ被害者への支援者、教育関係者などの専門家による検討が

必要であることに加えて、当計画の期間が平成２５年度までとなっておりまして、平成２６年度の

早い段階で計画案を策定しなければならないという状況から、迅速な審議が必要となるため、専門

家などによる部会を設置するものでございます。

次に、３専門部会の構成についてでございます。

審議会委員の中からＤＶ被害者の保護・支援などに関連する分野として、法曹、支援者、学識者、

教育者、行政のそれぞれの分野の５名程度の委員にお願いしまして構成していただくということで

ございます。

最後に、部会の開催スケジュールでございます。

先ほども申し上げましたとおり、来年２月に第３回審議会の開催を予定しておりますことから、

１２月上旬と１月下旬を目途に、２回ほど専門部会を開催しまして、計画素案についてご審議いた

だき、その後、２月の本審議会において計画の最終的な素案をご審議いただき、答申をいただきた

いと考えております。

○広瀬会長 ありがとうございました。

今、資料５に基づきまして説明がございましたけれども、何か質問等はございますでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 よろしいでしょうか。

それでは、専門部会委員の構成について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局（佐藤主幹） 専門部会の部会長及び構成委員につきましては、北海道男女平等参画推進

条例第３０条によりまして、会長が指名することとなっておりますので、会長からご指名いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

○広瀬会長 それでは、指名させていただきます。

選考に当たりまして、検討内容が専門性を要しているところから、専門分野を主な基準としつつ、

円滑な運営にふさわしい人数などを考慮した結果でございますが、部会長に山崎委員、専門部会の

委員に鈴木委員、多田委員、きょうはご欠席ですけれども、内諾をいただいております。それから、

西岡委員、そして、私、広瀬が入りまして、合わせて５名を指名したいと考えております。

専門部会の部会長と委員につきまして、今、申し上げました５名でよろしいでしょうか。

了承していただけますでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 ありがとうございます。

それでは、そのようにさせていただきます。
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それでは、次の審議事項でございます。

第２次北海道男女平等参画基本計画平成２６年度重点事項についてですけれども、まず、事務局

から説明をお願いいたします。

○事務局（浅野主任） 男女平等参画グループの浅野と申します。

私から、第２次北海道男女平等参画基本計画平成２６年度重点事項につきまして、資料６から８

に基づきましてご説明をさせていただきます。

座って説明させていただきます。

まず、重点事項についてでございます。

北海道におきましては、第２次北海道男女平等参画基本計画を着実に推進するため、男女平等参

画に関連する施策のうち、翌年度に重点的に取り組むべき事項を審議会の皆様の意見を踏まえなが

ら、道庁内の組織である北海道男女平等参画推進本部で決定しているところでございます。

翌年度の重点事項を決定した後は、道庁内の関係部局に連絡いたしまして、関係部局がそれぞれ

の事業を実施するに当たり、男女平等参画の視点を加えて事業を実施することをお願いしていると

ころでございます。

本日の審議会におきましては、平成２６年度の重点事項の選定に関しまして、北海道男女平等参

画推進本部に提出いたします審議会としての意見をご検討いただきたいと考えております。

では、資料６をごらんください。

資料６の左側から、基本方向、施策の方向、過去の重点事項となっておりまして、右側から２番

目が、今回、委員の皆様から１人２項目ずつ選定いただいた重点事項のところに丸が記載されてお

ります。各項目の右隣には、ご選定いただきました委員の皆様のお名前を掲載しております。

次に、資料７をごらんください。

こちらは、事前に皆様からいただいた選定理由をまとめたものでございます。

どのような視点や考え方で重点項目を選定したかをまとめて記載しております。

ここで、資料７をきょう配付する資料ということで、お配りさせていただきましたが、大きな間

違いが一つありまして、修正後の資料７をごらんいただきたいと思います。

本日お配りした資料の一番最後の６ページ目でございます。

その他の意見の中に、足立委員からの意見が漏れておりましたので、本日、私から読ませていた

だきます。

男女平等参画への道筋は多く、その分野・課題は極めて広い。現在までさまざまな問題に取り組

まれてきたが、なお啓発や支援など検討すべき事項は数多い。しかし、１９９９年６月の基本法か

ら１４年目となり、最も基本的な部分をいま一度振り返り、その中で、より具体的な内容を検討し

ていくこと、文言に終始するのではなく、あすからでも実施できる提言こそが、今、必要だと考え

る。

おわびして訂正させていただきます。

次に資料８をごらんください。

こちらは、資料７の選定理由に基づきまして、審議会の意見として、道の推進本部に提出する案

として事務局が作成したものでございます。

本日は、資料８の内容のご検討までのご審議をお願いしたいと思っております。

最後に、選定された重点事項の項目数の考え方ですけれども、項目数を絞り込まなければならな

いわけではなくて、例年、それぞれの年度の委員の皆様のお考えで項目を選定していただいている

ところでございます。

資料６の下に小さい数字が記載されていますが、これは、年度ごとの重点の項目数でございます。

最近の件数をご紹介いたしますが、平成２４年度は１８件です。こちらの数字は、審議会で絞り込

みを行わなかったときの数字でございます。一方、平成２５年度、昨年度の審議会では、６件とい

う数字につきましては、審議会の皆さんで意見を絞り込んだときの件数でございます。

ご審議をよろしくお願いいたします。

○広瀬会長 ありがとうございました。

それではまず、資料６と７ですが、皆様が選定された項目の一覧と、皆様の具体的なご意見がき

ちんと書かれていますので、まず、ここから議論を始めていきたいと思います。

本日の議題の一番メインになる議論でございますので、それぞれご意見を出されておりますし、
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活発に意見を出していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

議論が散漫になるとやりづらいので、まず、目標の基本方向１、男女平等参画の啓発の推進とい

うところで、たくさんの意見が出ておりますので、それぞれの委員からご発言いただけるとありが

たいのですけれども、いかがでしょうか。

○山根委員 ほかの方に質問してもいいですか。

田中委員のまだまだ古い男女平等と誤解している人が多いということですが、古い男女平等とい

う部分について、少し詳しくお話を聞きたいと思いました。

○田中委員 古い男女平等というのは、今の男女平等参画推進社会は、男女が必ずしも同じである

必要はなくて、ともに、多様な人たちが一緒に、それぞれの立場や生き方を選択していける社会だ

と思うのですけれども、それに対して、古い男女平等というのは、一昔前の、とにかく男と女は同

じでなければならないというか、同じようにしていこうではないかという発想の考え方だと思うの

です。

そういう考え方が、男女平等参画ということと混同されていると、この間、感じたのです。社会

教育委員の会議だったのですけれども、釧路市では、今、５カ年計画をつくっているところだった

のですが、そこで、男女平等参画推進社会の実現というものが結構前の方にあったのですが、後ろ

の方におろされてしまったのです。それで、まだまだ道半ばですから、おろさないで上に上げてほ

しいというお願いをしたときに、部会長が、今は、女性の力も強くなったから、そういうことを特

に強く推進しなくても、皆さんはわかっていらっしゃるのではないかと言われたときに、まだそう

いう考えがあるのだなということを実感したという意味です。

冗長になってしまって、済みません。

○広瀬会長 今、言われた古い男女平等というのは、要するに、機械的な平等感といいますか、男

も女も全て同じことをやらなければならないとか、そういう意味でおっしゃっているのでしょうか。

そこがちょっとよくわからなかったのです。

○田中委員 もともと違いがあって、その違いをなくしていこうという考え方だったと思います。

○広瀬会長 その違いというのは、具体的には何を指しているのでしょうか。

○田中委員 社会や家庭での役割などです。

○広瀬会長 私が疑問に思ったのは、男女平等参画社会をつくる基本的な考え方というのは、一言

で言えば、固定的な性別役割分業をどうなくしていくかというところにあるのではないかと私は思

っているのです。

ですから、人事面においても、女性の管理職をどれだけ登用していくかという具体的な目標が出

てきますし、ワーク・ライフ・バランスという考え方も、男女がともに、女性は一歩下がってでは

なくて、子育てもともにやって、家庭生活も、地域における活動も、男女がそれぞれやるというよ

うな基本的なところではないかと思っているので、それと男女が同じというのとはそんなに違わな

いのではないかと思うのです。

ですから、古いというふうに言えるのかどうかは、私個人としてはちょっと疑問です。

ここだけの議論をするわけにはいきませんので、ほかの委員のご意見も伺いたいと思います。そ

れぞれの意見を出してくださっておりますので、お願いします。

○足立委員 足立です。

私の意見は、皆さんのお手元にあるものを読んでいただきましたらご理解いただけるかと思いま

す。男女平等参画という中で、啓発活動や支援活動などさまざまなことが広く行われております。

そういう形のものが、以前に比べますと、かなり充実してきたと思います。当然、まだまだ不足は

しておると思いますけれども、一時期の状況から見ますと、かなり進んできたのではないかと考え

ておるところです。

ただ、私自身が実際に男女平等参画を考えましたり、そうしたイベントに参加しましたときに、

どうしても男性側の少なさ、そして、私は既に退職しておりますけれども、かつての会社の同僚や

友人関係等々にいろいろな話をしておりますときに、やはり男性の理解不足を非常に感じるわけで

す。

ところが、その事業展開としては、基本的には、女性の問題を支援するとか、まずは女性に対す

る啓発なのだという形のものが多くて、何となく女性側に偏ってしまっているのです。男性側がそ
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れを見たときに、男女平等参画、あるいは男女共同参画という形の中のイベントがありますと、「女

性のための」という冠がつくのです。そうしますと、これは俺には関係ない、男性には関係ないの

だ、そういう意識で見てしまう部分が非常に多いわけです。

私が関与しているようなイベント等につきましては、「女性のための」というのはなくしましょ

う、もっと中性的にしましょうといつも言うのですけれども、なかなかうまくいかないわけです。

そういうことであれば、こうした施策の中に、男性を重点に置いた啓蒙、啓発という形の活動を

もう少し取り入れてもいいのではないかと思うのです。

女性の方の今の啓発、啓蒙、あるいは支援等について、それを減らせという意味ではありません。

基本的にそれを進めるに従って、同時に、男性側に対する啓発、啓蒙をもう少し重点的に置いて、

男性が来やすいような、参加しやすいような設定の仕方、そういうものがこれからのイベント等に

ついては必要なのではないかという気がいたしております。

最近は、それを非常に感じるものですから、特に、この中で、文言としますと、広報・啓発活動

の充実ということが書いてありまして、これに「男性のための」と入れてしまうのは問題があるの

ですが、その辺の中身として、男性に対するという部分も明確に明示していくようなものが必要で

はないかと私自身は考えております。

それが、私が書きました内容の事柄に対する説明です。

○広瀬会長 ありがとうございました。

ほかにご意見はございませんでしょうか。

○鈴木委員 小樽市の鈴木です。

今、足立委員のご意見をお聞きしまして、私も賛成です。

実は今、小樽市でも、男性にとっての男女共同参画ということを強調する視点として取り組んで

いるのですが、先週の金曜日のセミナーも、一般公募で来られた参加者は、皆、女性でした。男性

向けに、中央大学の先生をお呼びして、「妻が僕を変えた日 ワーク・ライフ・バランスのすすめ」

ということでセミナーを行ったのですけれども、聞いてほしいと思った男性陣は、当課からお願い

して出てもらった学生１人で、あとは職員だけという状況でした。

まさに、男性の参画の理解をどうやって進めていくのかが、これからの男女平等参画にとても急

務として必要なことではないかと思います。女性の一方的な推進ではなく、男性に理解していただ

いて、一緒に展開していくことが一番大事だと思います。

○広瀬会長 ありがとうございました。

ほかにご意見はいかがでしょうか。

○山根委員 何と言っていいのかわからないのですが、今、イベントのような場合についてのお話

があって、男性への参加をもっと呼びかけなければという部分でしたが、私自身は、男性の意識変

革も大事だけれども、その前に、女性の方もまだまだ意識変革が足りないと思っています。

例えば、私は教員でしたが、教員という立場で子どもに接するときも、自分の中の女性の意識と

いう部分もあって反省するところも多いのです。ですから、どちらがどうというか、何と言ったら

いいかわからないのですが、例えば、今はイベントの話がありましたけれども、各種の会議でした

ら、ほとんど男性が参加しますね。各地域で重要なポストを握っているのは男だから、全道で会議

をすると、みんな男だった。そのようなことが多くて、まだまだ女性が自分たちも平等に参画しな

ければならないという意識が足りないと思っています。今の部分とちょっと違うのかもしれないけ

れども、私は、片方だけではなく、きちんと両方の意識変革を求めていくような勧めが必要だと感

じております。

○広瀬会長 ほかにいかがでしょうか。

○崎広副会長 中高年の男性として正直に言いますと、ふだん、いろいろな会合などをやってきて、

邪魔しない程度になってくれればいいかくらいだと思うのです。やはり、５０年か６０年、そうい

う環境に生きてきて、一つ講座を聞いたから、その人の行動が改まるということはないというのが

実感です。やはり、本当に世の中をぐっと変えるのだったら、この後に出てくる若い世代に期待し

たほうがいいのかなという気がします。

中高年の男性のところで聞くのは、今、安倍政権がやっている成長戦略の中で、女性は商売にな

るよというその実利ですね。実利でつってしまうのが一番いいのではないか。女性がいると商売に

なるよと。そうすると、経営者も来るということですね。
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何を言いたいかというと、この２９日に私が企画している講演会の中で、カナダのアルバータ州

の省務官のタカオ・メアリー・ベスさんをわざわざ東京から呼んで、講演をしていただくことにな

りました。皆さんにご案内をしましたので、ぜひ来ていただきたいのです。

まさに、国際社会ではどうなっているよという書き方をすると、経営陣とか経営者は意外と弱く

て、今のところ、かなり出席者が来ているので、やはり、そういうアプローチですね。中高年向け

のメニューでつって、余り悪さをしない程度にしてもらうというところではないかと思います。

大事なことは、本当に世の中の流れ全体を変えていこうとするのであれば、やはり、若い世代に

期待した方がいいと私は思います。

ただ、最近、私が毎日行っている新札幌のダイエーでは、私と似た背格好の人で、レジ袋を持っ

ている方は、５年前、１０年前に比べて数段多くなってきています。ですから、こういった活動は

むだではないと思いますけれども、本人がそこまで心を入れかえてやっているかといったら、そん

なことはないのではないかという気はします。

ＰＲです。

○広瀬会長 ありがとうございました。

○足立委員 今の副会長からありました若い方にというのは、当然の話です。

ただ、私が申し上げたいのは、今、団塊の世代がどんどんと無職で６０代に入ってきています。

やはり、この世代が物を考えないと、現実の社会がどうなっているかということを考えないと、社

会は変わらないです。今の若い人たちには、若い人たちなりの非常に多くの問題があるわけです。

例えば、低収入の問題であったり、なかなか正社員になれないとか、年間給与が１５０万円から２

００万円程度という中で生活をしていかなければならないのです。もちろん、そうした事柄が少子

化の状態にもつながってきているし、その中で男女平等というところまで視点が延びてこないとい

う問題が今の若い人たちの間にあるわけです。現実に、今の社会資産のかなり大きな部分を団塊の

世代が持っているのです。それは、金銭的な意味、金額的な意味の資産としてです。そうした資産

を持っている人たちが何をやっているかというと、趣味の集まりには大勢が群がっているのです。

すごいのです。札幌市のちえりあやエルプラザあたりでもそうですが、そういうところの趣味の会

に男性はたくさん集まっています。そして、その人たちはお金を持っているのです。そういう人た

ちが、本当の意味で男女平等を認識して、その男女平等の認識を若い人たちを見る目として持って

もらえば、社会は、がらっと変わるのは無理かもしれませんけれども、少しは変わっていくのでは

ないかという気がするのです。

副会長のお言葉ですけれども、私は中高年を切り捨てたくないのです。むしろ、中高年に頑張っ

てもらいたいのです。そうすることによって、若い人たちに何かがつながっていくのではないかと

思っております。

○広瀬会長 今、いろいろなご意見が出ておりますけれども、ここだけに議論の時間を費やすわけ

にはまいりませんので、少し議論を移していきたいと思います。

基本方向１のところで、私は、国際交流のところを選ばせていただいたのですが、やはり、先ほ

ども副会長が言われましたように、諸外国の動向に学べる点は非常に多いのではないかと思います。

例えば、北欧諸国の女性の社会進出がなぜ進んだかというと、先ほど副会長は利益とおっしゃい

ましたけれども、福祉職には、女性が必要であるということで国が積極的に女性の活用を推進した

結果として、今のような社会ができているわけです。それは、国にとってもプラスであるし、女性

にとってもプラスに働いてきたという回路があって、新たな段階として、福祉職は給与が安いとい

う問題はいろいろと出ていますけれども、社会そのものがそれによって相当変わってきたし、逆に、

そのように女性が社会進出することが男性の意識を変えていく、実践から男性を変えるという視点

が北欧社会にはあったと思うのです。

例えば、中高年男性の意識とおっしゃいますけれども、その妻たちが自分の夫を変える中身をど

のくらい持っているかというところが実は問われていると思うのです。先ほど、妻が僕を変えたと

おっしゃいましたけれども、男性というのは、身近な人間に迫られて変わるのだというふうに私の

体験として思っています。理念からはなかなか変われないということではないかと思うのです。

そのあたりで、どういうものが効果的かということは、議論の中で諮っていきたいと思いますけ

れども、国際社会に目を向けるというのは、一つのヒントをもらえるのではないかと思って、意見
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を書かせていただきました。

それでは、１枚めくっていただきまして、基本方向２です。

家庭における男女平等教育の推進、あるいは、学校における男女平等教育の推進というものを推

された方が非常に多いわけですけれども、このあたりで、特に意見を言いたいという方がいらっし

ゃいましたら、お願いいたします。

○山根委員 山根です。

私は、家庭の中もとても大事なのですが、小学校で教員をしておりましたので、小学校へ入って

くるときには、もう男女の区別といいますか、そういうものがはっきりしてくるという状況を見る

中で、保育所や幼稚園ではどのような対応になっているのかという部分がすごく気になりました。

そして、小さいときの養育のところ、そして、小学校へつなげる部分で一貫して平等教育ができる

ようになればいいなと思って、そこに視点を当ててと思いまして、そこに書かせていただきました。

学校で教育してもなかなか変わらないのです。１００年はかかると思っていますが、手つかずの

ところはなくしたいと思っております。

○広瀬会長 ありがとうございました。

ほかにご意見はいかがでしょうか。

○山崎委員 二つ選ぶということだったので、私は、ＤＶのことで二つ選ばせていただきました。

実は、三つ目としてすごく気になっているのは、職場での女性に対する性暴力というものがあり

ます。男女雇用機会均等法が改正されて、セクハラに対する配慮が企業については義務化されてい

るのにもかかわらず、雇用主の方でどういう相談窓口があって、加害者に知れないような調査があ

ってというところがちゃんと決められていない企業が非常に多いと感じています。

セクハラというのは、当事者が毅然として断わると、今度はパワハラになって、その人がやめざ

るを得なくなっていくというのが大体の傾向です。そして、セクハラを受けた人は、男性が怖くな

って再就職ができないという方をたくさん見ています。ですから、企業に対する性暴力に対するき

ちんとしたコンプライアンスの拡充というか、雇う企業の側が法律に基づいた企業内での整備をす

るということの働きかけも必要な事項ではないかと感じています。

○広瀬会長 ありがとうございました。

今、山崎委員が発言されたことは、基本方向３に関してのご意見にかかわってのことですね。要

するに、被害者が出る前に、それをどうなくすかという視点でやらないと常に後追いになってしま

うということですね。

○山崎委員 はい。

○広瀬会長 議論が基本方向３のほうにも行っておりますけれども、基本方向２の点で何かご意見

はございませんでしょうか。

もしないようでしたら、今、基本方向３で発言が一つ出ましたけれども、今度は、目標２で、皆

様のお手元にあるペーパーでは３ページ目になります。基本方向１、基本方向２のあたりでご意見

がございましたらお願いいたします。

○武田委員 せっかく、今、山崎委員からのお話が出たので、企業から来ている人間として、企業

でどんなことになっているかという一例をお話しさせていただきたいと思います。

当社では、１５年ぐらい前にセクシュアルハラスメントに取りかかって、その当時は、当然セク

シュアルハラスメントは、男性から女性だけの問題ということで始めました。

当社には１００店くらいのお店があって、そこに店長がおりまして、ほとんどが男性社員です。

女性のセクシュアルハラスメントを推進する私の部門の女性の社員がポスターを作成して、男性店

長がセクハラをしている内容を描いたら、猛反発を受けたのです。これを広めるときに、私は行け

なかったものですから、店長から自分たちのことが書かれている、こんなものは張りたくないと言

い始めたということがありまして、これが企業の実態で、若い男性の実態ではないかというふうに

思います。

ですから、女性が毅然と断わればいいと男性側からは言うのですけれども、そんなにいつもいつ

も言うわけにはいかないので、何となく同意でもなく、あしらっていると、男性はそれを同意と勘

違いするというようなこともあったりするということで、企業としては、そういうことがあったら、

絶対に男性の側は守りません、被害者を守りますよと言っていても、そういうことが起きるという

のが、今の企業の実態ではないかと思います。



- 14 -

逆に、私どもの会社はパート、アルバイトという家庭などにいる方がいらっしゃるのですけれど

も、女性の方が変にこういう知識を身につけると、自分に都合の悪い何かが生じると、セクシュア

ルハラスメントだという話になってしまう場面もあります。

今まで何回も一緒に食事に行っていたのに、ある日突然、セクシュアルハラスメントだとなるの

です。男性の側は、別に特別なことはなく、ただ食事をしているだけです。なぜ、そういうことに

なったのかというと、ご主人にばれそうになったからということなのです。こんなことも実態とし

て起きているのです。

ですから、企業の中で進めていくときに、男女問題とかハラスメントは、それだけで進めていく

と非常に難しいというのが実感です。

先ほど、山崎委員がおっしゃったように、力のあるものから力の弱いものにとか、いろいろある

わけです。先ほど言いました外国人や障がい者などですね。逆に言えば、主流は、自分たちの持っ

ている特権とか強いものを守ろうとしますね。相手にある強いもの、あるいは自分たちにないもの

は否定しようとする傾向がどうしても出てしまいます。

ですから、外国人に英語でしゃべられると日本に来ているのだから日本語でしゃべりなさいと言

っているのと同じで、そういうことをちゃんと織りまぜて学んでいかないと、先ほど会長もおっし

ゃっていましたように、国際化といいますか、こういうことも学んでいかないと自分たちが持って

いる強みだけで全部が通らないのだということが男女平等やハラスメントとか全部に共通して言え

るのではないかと思っております。

そんな感じで何とか進めていますが、実際の企業内ではいろいろな問題が起きているという実態

を紹介させていただきました。

○広瀬会長 どうもありがとうございました。

今、暴力関係の話でしたけれども、家庭、職場、地域社会における男女平等参画の推進というと

ころでのご意見を募りたいと思います。いかがでしょうか。

○崎広副会長 私は、役員への女性の登用の促進と、育児・介護の支援体制の充実を挙げておりま

す。先ほども言いましたが、６月に政府が発表した日本成長戦略の中で女性のところに触れられて

います。ざっくり言うと、２５歳から４４歳でしたでしょうか、女性の就業人口を現行の６８％か

ら７３％にするということを目標に掲げています。そのためには、女性が働き続けられる環境整備

を促進していくということで、育児・介護の支援体制の充実ですね。

また、そういうことをすることによって、具体的にはダブルインカムのところがふえてきて、結

果、家計所得もふえるでしょうということです。そうすると、経済も好循環でアベノミクスなどと

いうシナリオで、早く言えば実利です。

ただ、大事なことは、そこに入っているのは、女性が働くことによって手に職をつけますでしょ

う。そうすると、自分で稼ぐことができます。また、今までだったら、誰のおかげで飯を食ってい

るのだよと言っていた人たちに対して、少しく対抗手段ができます。嫌になったら家を出ていける

ということです。

先ほど山崎委員がおっしゃっていたＤＶも、僕は、根っこのところに経済的な問題もあるのでは

ないかという気がするのです。そういう問題を見ていると、所得水準が余り高くないところで、そ

れだけではないのですけれども、概して、子どもの教育の関係などで、所得水準もかかわってきて

いるのではないか。

やはり、ある程度安定した生活を確保していくと、人間は余り暴力も振るわなくなっていくと。

いわゆる金持ちけんかせずではないですけれども、そういう暴力も減ってくるのかなという気がす

るのです。

ですから、女性が世の中で働くために参加していくというこの量をふやすことが物すごく大事で

はないかと思うのです。女性が働ける環境ということで、まず育児や介護の支援の充実が必要だと

思うのです。

山でいうと、山のすそ野は広いですね。次に、頂上を高くする必要があるのではないかというこ

とで、役員の登用率です。調べると、道は３％で全国４５位です。これは、推進側としてはいかが

でしょうという問題意識で、やはり、山が高ければ、すそ広しだと思うのです。富士山と同じよう

に、首相が出てくるような国であれば、そこには、その人を支えるための大きな女性の集まりがあ

るだろうという仮定です。仮定のもとに、底辺を大きくして上を高くしていけば、全体として上が
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っていくのではないか。そうした中で、収入とか、男に頼らない女性がいっぱい出てくれば、ＤＶ

の問題もいろいろなところから改善していくのではないかという思いで書いたのがこの二つです。

○広瀬会長 ありがとうございました。

女性が働きに出れば社会は変わるのではないかというお話です。そうしますと、女性の就労の問

題にもかかわってきますね。結局、どういう形で女性が働けるのかというところが、日本のＭ字型

ラインがいつまでも解消されない理由でして、結局、子育て期に入ると女性は一回やめなければな

らず、キャリアが絶たれてしまって、再就職しようとするとなかなかいい就職先がなくて、あって

も低賃金ということになっています。ですから、ここを何とかしなければいけないというご意見は、

皆様からたくさん出されてきております。このあたりは、一つの議論の焦点になると思いますけれ

ども、ほかにご意見はございませんでしょうか。

○山中委員 山中です。よろしくお願いします。

去年も同じようなことを言ったと思っているのですけれども、先ほど崎広副会長もおっしゃって

いたのですけれども、女性が社会進出をしてお金をたくさん稼いでくれると、経済も活性化されて

いく、男女平等参画も推進されていくという論法もいいと思っています。

実際に、私の家庭も、今、奥さんが上場企業で一定の役職についていて、私とそんなに変わらな

いぐらいの収入を上げてきています。

金持ち、けんかをせずなのですけれども、けんかは絶えないです。なぜけんかになるかというと、

女性はしんどいのです。男と同じようにばりばり働いて、男と同じラインでキャリアを目指してい

くのはしんどいと言っています。人生の勝ち組とは何かと聞くと、専業主婦だと言っています。

ですから、金持ちの男性について、専業主婦として、女性らしく子どもを産んで、つつましい家

庭づくりに努めていくのが女性の勝ち組なのだということに、もう手おくれになってから気がつく

のです。もう子どもを産めない年齢に入ってきている、少子化が進んでくると。男女平等参画の１

点だけを見つめて、女性が働き口をふやして、出世していく道もちゃんとつくれて、ダブルインカ

ムにしていきましょうというのはいいのですが、出産できるのは女性だけです。男性は、どう頑張

っても出産する能力は持っていませんから、そこをどう絡めていくのかというきちんとしたビジョ

ンをつくっていくべきだと思うのです。今、それがきちんとできているのは、一部の上場企業と公

務員だけです。中小企業で、女性が出産もしながら出世もして、お金もたくさん稼げて、時間短縮

で帰れて、そんなことはまずあり得ないです。

ワーク・ライフ・バランスの講演などもよく聞きますけれども、あれは本当にホワイトカラーだ

けの考え方で、ブルーカラーもしくはサービス業ですね。武田委員のところもそうだと思いますけ

れども、その時間にそこの場所に行って、その時間分働かないと提供できないお仕事に関しては、

全く当てはまらない、欠陥だらけの考え方だと思っていますので、もっともっと、それでは女性が

社会進出しなければならないという考え方ではなくて、家庭に入るという生き方も男女平等参画だ

と思いますし、そのあたりのビジョンをきちんと定めた上で、学校教育もそうですし、職場や家庭

に広めていくべきなのではないかとずっと思っていました。

言い出しにくかったのですが、発言させていただきました。

出産というところをバランスよく組み込んで、全てにおいて絡めないと、何もうまくいかないと

思いますし、少子化が進んでいって人口が減っていって、日本が滅んでいくということになるので

はないかということを懸念しています。

○広瀬会長 どうもありがとうございました。

今のご意見は、なかなか議論を呼びそうな一石を投じていただきましたけれども、皆様もどうぞ

ご自由に発言してください。

○山田委員 今のお話と多少かぶるところもあると思うのですけれども、私は、基本方向２で書か

せていただいているのですが、一部の企業では、いわゆる大手の企業には、労働組合があります。

労働組合があると、法律で法改正があったり、さまざまな制度について、働いている労働者の皆さ

んに周知していくことが可能になっていて、労働組合があるところは、かなり進んできていると思

います。女性が働き続けることができるようになってきていると思います。

やはり、中小のような組合がないところになりますと、そこの取り組みはなかなか進んでいない

というのが現状であると思っています。

また、私も小売業に勤めていますが、やはり男性の長時間労働が非常に目立っているということ
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で、これは、もちろん男性本人にとっても、非常に苦しんでいる問題だと思います。

本人は、もちろん自分の仕事もキャリアアップしていきたいと思っているでしょうし、一方では、

家庭の子育て等に参加したいと思っているのですけれども、それでも、やはり自分が稼いでいかな

いと養えないところがあるので、そこで、男性も非常に悩んでいるのが現実ではないかと思います。

そういう現状があって、あの男性のような働き方はできない、このままではこの会社で結婚はで

きない、子どもも産めないという考えがあって、私は、女性社員全員に将来は管理職になりたいか

ということを聞いたところ、やはり、ほとんどの方はなりたくないと。管理職になったら結婚がで

きない、子どもが産めない、幸せになれないというふうに言われてしまうのです。

ですから、本当にこの一つのことだけでは考えられなくて、いろいろなことが全て絡んでくるの

で、ここに記載されている皆さんに挙げていただいた内容は、本当に全てがかかわってくる問題だ

と思っています。

例えば、年齢別に、やはり考え方がものすごく違いますので、５０代、６０代の人たちについて

は、やはり、多分その時代の仕事の仕方というものがあったと思いますし、先輩の後ろを見ながら、

俺についてこいみたいな時代ですね。

今の若い人たちというのは、そういう時代ではなくて、ともに頑張ろうという時代になっていま

す。でも、やはり、そこのところが、なかなか上の方には理解されないところがある。小売業では、

結構女性が働いている部分が多いので、いわゆる企業のトップリーダーが、買い物に来るお客さま

は女性が多いのだからということで、女性を管理職に登用されるケースが最近はふえてきているの

ですけれども、そういうところに目をつけて非常にいい経営をなさっている企業もたくさんふえて

きています。本当にトップの方が意識を変えてどう進めるかというのが最も早いことだろうという

ふうに、私は思っています。そこをどう気づかせるかといいますか、たまには、先ほどの国際交流

ですとか、国際議会というのが、最も早い方法なのかと思います。

もう一つは、今、各企業でも悩みの種になっているのだろうと思うのですけれども、やはり、新

しい正社員が入ってきても３年以内にやめてしまう方が非常に多いいです。それは、社会に出て、

自分より年齢が上の方がたくさんいますし、私のような小売業の会社に入ってくると、正社員で入

ってきてしまうと、部下にパートやアルバイトさんがたくさんいて、パートさんの中では、年齢が

４０代、５０代の方もたくさんいますから、結果的には、そういう人を若い社員が使っていかなけ

ればいけないというようなところがあって、かなり精神的に参ってしまうケースが非常に多くなっ

ています。

こういったところの対応としては、私の会社では、毎年毎年、先ほどのセクハラの問題もそうで

すけれども、セクハラのセミナーを開いたり、パワハラも最近ふえていますので、パワハラのセミ

ナーですとか、または、メンタルヘルスセミナーということで、メンタル不全に陥らないように、

どうやって周りの人が気づくかといった勉強や、復職プログラムをつくって、長期療養者が復職し

てきたときの対応などをマニュアルをつくって、今、取り組んでいるところでございます。

一例ですけれども、私からは以上です。

○広瀬会長 ありがとうございました。

ほかにご意見はいかがでしょうか。

○崎広副会長 山田委員の意見がどうこうというのではなくて、私は、去年、これをやっていて常

々思うのは、確かに皆さんがおっしゃっていることは、現実として認識しています。ＤＶの問題、

非正規の問題ですとか、いろいろな問題を認識しています。

ただ、正直に言うと、時々、ちょっと重いと思うことが多いのです。重いというのはごめんなさ

い、適正な言葉がないのですが、気おくれがするといいますか、これをもし運動ということになっ

てくると、例えば営業的に考えると、やはり、確かに複雑な問題もあることは重々知っています。

でも、それだけを前面に出すと、今度は人にアピールするときに、どうなのだろうと思うのです。

ジャーナリスティックなところでの訴えとしてはいいのでしょうけれども、人に対しての何かを、

これから私たちが審議会として、私は冒頭言いましたけれども、発信していくと言ったときに、や

はり明るいといいますか、伸びやかな部分があって人に語りかけるということもあっていいのかと。

問題提起もあってもいいし、一方で、皆さんでこういうことをやりませんかという明るい、明る

いと言ったら怒られるかと思いますが、うまく伝えられないのだけれども、将来がよくなるのだと

いうような、もうちょっとポジティブな積極的な、こうしましょうよというところの働きかけも、
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こういった審議にあっては、夢を語ると言ったらオーバーかもしれませんけれども、こういう世の

中にしていきませんかという前向きな投げかけというのも、こういった道の施策というものには、

すごく必要なことではないのかと。

問題提起は問題提起として、それを踏まえて、苦しい問題を今度は明るく、少しでも前向きにす

るような仕掛けにして、世の中に出していくということが物すごく大事ではないかというふうな印

象を持っています。

おしんの時代から見ても、日本は確実によくなっていると思うのです。ですから、そんなに悪い

ことばかりではないはずなのに、皆さんのお話ですと、あすの日本はどうなってしまうのだろうと、

物すごく不安になってしまうのです。ＤＶが多いしストーカーが多いなどと、セクハラは多いし、

ストーカーは多いしと。でも世の中は動いていますねと。昨日よりは今日はよかったと。そんなに

日本はひどい国なのかと思ってしまいます。

ですから、私が男女平等とか、そうことに気をつけているのは、やはり将来を明るくしていこう

ね、これでいい社会にしていこうねということです。私は、そういうポジティブといいますか、明

るいといいますか、黒でなければ白、そんな感じのイメージの提言をしていきたいと思っています。

○広瀬会長 ありがとうございました。

現実そのものは相当厳しいというのは確かですけれども、私たちが社会を変えたいという思いを

人にどう届けるかというときに、確かに、否定的な側面だけに捉われると、方向性がなかなか見え

ないというところはあると思うのです。ですから、崎広副会長のご指摘は、とてももっともなこと

だと思います。

最近、新聞で見たのですけれども、例えば、若い２０代ぐらいの男性や女性の、共働きがいいか

専業主婦がいいかというアンケートを見ると、女性の方が主婦をやりたいというのが多くて、男性

は働いてほしいと言っているのです。

これは、今の社会の現実をすごく反映していると思うのです。それを何か逆手にとって、やるこ

とはできないのだろうかというふうに、私は記事を見て思いました。

実際に、現在は男性一人の給料では養えないのです。だけれども、女性の方は、まだ夢を見てい

るといいますか、やはり専業主婦になりたいという率が学生を見ても多いのです。しかし、もう少

し、現実に近づいていったときに、若い人たちがどういう選択をするか、あるいはせざるを得ない

かというところがあって、それをサポートするような社会の仕組みというのをどうつくるのかとい

うところが、実は、問われているのではないかと思います。

○齊藤委員 若いお母さん方とよく接することが多くて、子育てサロンを町内会の事業で、私が担

当してやっておりますが、ずっと来ていたお母さん方が来なくなったりするのです。いろいろお話

を聞くと、仕事に行きましたということなのです。そして、まだサロンに来ているお母さん方に、

将来、仕事はどうするのと聞きますと、経済的には苦しいのだけれども、今、仕事は考えています

とか、いずれは仕方なく復帰しなければいけないかなと。

育児休暇を取得して、一定の期間が終わったら職場が保障されている人は別問題として、中には

出産を機に退職して、次の仕事は、適当なパートでもあれば働こうかなというお母さん方が割と多

いです。

そういう中で、先ほどＭ字型カーブもありましたけれども、働く雇用環境はすごく厳しいと思い

ます。例えば、最低賃金ぎりぎりのパート労働や、中には最低賃金を違反しながらというところも

ないわけではないのではないかと思うくらいです。本当に生活に迫られて、子育てもしながら働く

女性たちが多いです。

先ほど、若い女性たちは専業主婦願望があるのではないかという意見がありましたが、お母さん

方も大体そうです。できるなら子育てに専念したいのです。よほど手に職を持っていて、生きがい

として、その仕事を子育てが一定期間が終わったら、生涯の仕事としてやっていきたいという方は

別ですが、できたら、専業主婦として子育てに専念しながら、子育てが終わったら、少し時間に余

裕のあるところで楽しいことをしたい、そんなふうに望んでいる女性たちが意識的に多いような感

じがいたします。

男性も大変な中で、長時間労働もしているわけですけれども、そういう家庭の生活を成り立たせ

るために女性がいたし方がなく社会に出て、苦しい労働条件の中で子育てをしながら働く。これは、

ちょっと国の労働の状況としては厳しいかと。
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例えば、北欧のような、オランダのような男性も女性も同じ労働時間で働き、身分保障もされて

いるという仕組みは、いずれ早いうちに来ないのかな、来てほしいなというのが、子育て中の若い

お母さん方と接しながら、今感じているところです。

○高田委員 高田と申します。

私は、先ほどから皆様のお話に出ている高齢者でございまして、私の時代から見ると、本当に随

分変わったなと思っています。

私たちの時代には、妻は１８歳で仕事につきましたけれども、面接に行ったときに、結婚したら

やめていただきますと。それが当たり前だった時代です。そうしなければならなかったということ

で、実際に結婚したとき退職致しました。それは、その時代のことであって、今には通じないと思

います。

先ほど、副会長もおっしゃっていましたけれども、もっといいところがいっぱいあるのではない

かと思うのです。どこへ行ってもそうなのですけれども、批判めいた議論はたくさん出てくるので

す。でも、いいことは余り出てこないのです。日本は本当にいい国ですねという議論はほとんど出

てきません。

最近、日本と争いがある中国の若い人たちが、日本に見習おうとしています。全てではないです

けれども、しつけとか、行動とか、そういうものを日本に見習おうという風潮も出てきているので

す。バスに乗るのに３０人も４０人もきちんと並んでいるのか不思議でしょうがないと言うのです。

中国ではあり得ないそうです。そういったことは、日本では当たり前のことなのです。

この間、オリンピックの招致の際に、フランスの二世の方が、「おもてなし」という言葉を使い

ました。日本には、「おもてなし」という言葉があるけれども、諸外国にはないそうです。

そういう人に対する心遣いなどは、日本古来のものでいいことがたくさんあるのではないかと思

うのです。

それはそれとして、私も二つ重点事項を出させていただいております。先ほどからお話を聞いて

いますが、私は、地域から２年ほど前に出てきて、今、妻と２人で暮らしています。

買い物等に出かけて、僕はコーヒーが好きなものですから、喫茶店によく入るのです。そうする

と、周りは女性ばかりで、男性は私１人です。そうすると、何であなたがいるのという感じでみん

なが見るのです。これは、小さなところでいえば男女差別だと思います。ですから、もっと小さな

単位で男女平等参画を一つ一つ考えていく必要もあるのではないかと思います。

子育てについても、先ほど言われた大企業については整備されているということもありますが、

確かにそのとおりだと思います。ただ、最近、どちらかというと専業主婦はよくなくて働く人がい

いというような風潮があります。曽野綾子さんという方が極端な書き方をして大分批判を浴びてい

るようですけれども、私は、それぞれの立場で、それぞれの生き方が一番いいのだろうと思います。

そういうふうな環境づくりをきちんとするというのが行政のすることではないかと思います。

例えば、保育園には全員入れました、では、次に何の問題があるのですか。でも、子どもが１週

間病気にかかったら、お母さんかお父さんのどちらかが１週間から１０日くらい休まなければいけ

ないのです。そうすると、本当にそれだけの休みがとれるのかということが現実問題として湧き上

がってきます。おじいちゃん、おばあちゃんがいる家庭はまだいいですが、いない家庭は本当に大

変です。

私は、首都圏に娘がいまして、この間、妻が２０日ほど応援に行きました。私も少しの間行って

きましたが、夫婦が共に働くということは本当に大変です。

ですから、そういう意味から環境づくりが男女平等参画の柱になっていくべきではないかと思い

ます。それを選ぶのは個々であって、働きたい人は働く、専業主婦になりたい方は専業主婦になる

というのが一番いいと思います。働くだけが全てではないだろうと考えます。

専業主婦も、家庭で一生懸命働いているのです。寝ているわけではないのです。そういう意味で、

専業主婦もきちんと働いていると考えていますので、それぞれの生き方が一番いいと思います。た

だ、その環境をつくっていくのは、行政であり、周りなのかなと考えます。

○広瀬会長 ありがとうございました。

大分時間も押してまいりましたので、少し議論を進めさせていただきます。

今、多様な働き方への支援というあたりです。再就職、再就業への支援というあたりが議論にな

っております。一つ進めまして、基本方向５で、地域社会における男女平等参画の促進というとこ
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ろにも意見が出ておりますので、そちらに議論を移したいと思います。

いかがでしょうか。

もしなければ、私はここに一つ丸をつけましたので、述べさせていただきます。

先ほど、高田委員がおっしゃいましたように、実は、専業主婦たちは、すごく大変な家事労働を

やりつつ、子育てをしつつ、その中で、地域で一生懸命活動している女性たちはたくさんいるので

す。私の知り合いにもおります。そういう人たちは、地域の中で生き生きとやっているのです。そ

ういう人たちがもっとふえてほしいと私は思っています。

旧来の男性主導のＰТＡや町内会ではなくて、もっと女性たちが自主的な活動をいろいろやって

いくということが地域における男女平等参画を進めていく一つの鍵ではないかと思いました。

それで、そういうふうに書かせていただいたのですが、私は、ＮＰＯ等の市民活動の促進という

ところに丸をつけましたけれども、中身としては、地域リーダーの養成というところとほとんど重

なっております。

地域リーダーの養成というところにご意見を書かれた方は、今、何かご発言はございませんでし

ょうか。

○齊藤委員 私、齊藤が書きました。

長く仕事をしていたのですが、仕事をやめまして、地域の役員を仰せつかるようになりまして、

いろいろなことを考えるようになりました。法律ができて、職場では男女雇用機会均等法ができ、

その他いろいろなところで、意識的には、男女共同参画が少しずつ進んできていると思うのですが、

町内会活動をやりまして、男女共同参画の意識変革が一番おくれているのは地域なのかということ

に気がつきました。

例えば、町内会の会議などがありますと、上の部長クラスはほとんど男性です。私は女性部長で

すので、１人、女性が入ります。周りは全部男性です。それから、もうちょっと下の専門部になる

と、女性が半分ぐらいにふえてきます。要するに企画立案は男性で、それを実施する実施部隊が女

性陣というイメージが私の地域には若干あると思います。

ただ、言動として、女だから黙っていろとか、女がしゃしゃり出るなということを言う男性は一

人もいません。そんな発言をしたらどうなるかということをおわかりだと思うからおっしゃらない

と思うのですけれども、全体的な流れとしては、会長が男性、総務も男性ですね。町内会の組織機

構としては、完全に男性社会です。

そういう面で湧き上がる、一つの事業を行う上での男性リーダーの考え方、女性がそこに意見を

差し挟む場面の少なさ、そういうところを感じています。例えば、縮図として、一つ一つの家庭の

集まりで地域社会になっているわけですので、家庭そのものですね。先ほど、家のところも出てま

いりましたけれども、例えば、職場から帰ったお父さん、若いパパたちも、職場では女性に対して

こう扱わなければいけないということは、教育をされたり、いろいろなことを学んでわかってきて

も、一旦家に帰ると、素の姿に戻って、男性優位の言動、振る舞いになってくるのが現実かと思い

ます。それが、地域で許される形で、町内会活動の中でも、何となく変革されずに続いているかな

と、そのような意識を私自身は感じました。

そういう中で、もし家庭、地域、男女共同参画を根底とした意識変革の流れをつくるとしたら、

やはり、そこに携わるリーダーが当然必要となってくると思います。ただの一町内会役員ではなく、

何らかの肩書を持ったリーダーとして配置されていくということも、思い切った地域を変えていく

意識変革の方法なのかなと感じました。どういう人なのかというイメージは湧きませんけれども、

ここに地域リーダーの養成という言葉が入っていたものですから、こういう考え方も行政側として

は根底にあったのだなと若干感じました。具体的なイメージは湧いてこないのですが、大変必要な

要素かと思っております。

○広瀬会長 ありがとうございました。

○西岡委員 今まで発言しないでずっと聞いていたのですけれども、私も、高齢者の仲間入りをし

ておりますので、若い人と年配者の世代の意識の違いは、社会の至るところにかなりあるのではな

いかと思っています。

先ほど教育のところで言いそびれたのですけれども、学校では、昔と大分違ってきています。皆

さんはそれぞれ、プロの立場で学校に参画されていたと思いますし、学校で教育されてきた方もい

らっしゃいますから、その辺はよくご存じだと思います。
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まず、小学校では、断然、女子が強いです。例えば、児童会、中学校では生徒会、そういうとこ

ろでは、女の子の方が積極的で、何事にも一生懸命やります。男の子の方は、どちらかというとそ

れについていくと。今、そういう感じの風潮とまではいきませんけれども、そういう状態が見られ

ます。ですから、必ずしも女の子が男の子の言うことを聞いていくという状況ではないように思い

ます。

その学年が上がるにつれて、中学校、高校となるにつれて変わるかもしれませんが、基本的には、

昔の学校とは大分違っています。そういうことを経験として言えるのではないかと思っています。

男女平等参画ということで、学校は大分変わってきていて、外から見られているものと中で経験

したものと多少の違いがあるということが言えるのではないかと思っております。それから、学校

はだんだん進んでいきますから、それぞれ男性、女性との違いは出てくる気がしておりますけれど

も、そんな感じはしております。

それから、皆さんは、こういう大変貴重な議論をされております。私は、ことしから参加させて

もらいましたから２回ほどしか経験がないのですが、問題は、ここで出された貴重な意見をどうい

う形でアピールしていくかだと思うのです。この部屋だけで終わったのでは、何のための審議会な

のかという気がいたします。

去年までの経緯をできるだけ広く社会に対して伝える努力はされてきていると思いますけれど

も、せっかくこれだけ貴重な経験をされて、貴重な意見を持っていらっしゃる方が集まっている会

議ですから、今まで以上にアピールして、あるいは、コミュニケーションをして、ぜひ広く伝えて

いただく努力を事務局にお願いしたいと思っております。

この審議会で、せっかくこれだけ全道から集まっていらっしゃって、貴重な体験、経験をお話し

されていますので、どういう形になるのかわかりませんけれども、何とか事務局にお願いしたいと

思っています。ここだけで終わってしまったら、あるいは、こういう冊子だけで終わったら、はっ

きり言いまして、これを読む方はそんなにいらっしゃいません。よほど、専門的なことをされてい

る方でしたら別ですけれども、一般的にはなかなか広まらないのではないでしょうか。

そういうことに向けても、今後、ぜひ話し合いを深めていただきたい、そんな気がしております。

○広瀬会長 ありがとうございました。

○足立委員 先ほどの議論の中で１点だけ申し上げたかったのですが、タイミングを逃しました。

先ほど、広瀬会長から、さまざまな活動をしている女性が地域にたくさんいるはずだというお話

がありました。まさに今、そういう女性たちが、地域の底辺の中で動いておられる事実があるので

す。それは、非常に活発なもので、皆さん自身が既に感じておられるし、実際に見聞きしておられ

ることではないかというふうに思います。

ただ、私が１点思いますのは、私は地域リーダーのところで意見を書かせていただいておるので

すが、そういう方たちの働きや意見がどうも地域にうまく反映されていないのです。それはなぜか

というと、そういう活動をしていらっしゃる方たちは、皆さん勉強をしていらっしゃいますし、行

政が提供するようなリーダー研修会であったり、皆さん、そういうところに出ていらっしゃるので

す。ところが、そういうところで与えられた資格といいますか、例えば何とかのリーダーという格

好で名前が与えられても、それがうまく認知されていないのです。つまり、その付加価値が地域の

中にうまく浸透していないのです。だから、彼女たちはそれをばねにして一生懸命働こうとしてい

るのですけれども、それがなかなかうまくいかない。

町内会のお話しが出ましたけれども、町内会のいわゆる男性役員の方たちも、そんなリーダーな

んて、そんな研修を受けたって、私はそんなことは知らないよという格好になってしまっているわ

けです。ですから、基本的に、もっとシンプルに、そういう方たちがいろいろ勉強している事柄を

生かしてあげるようなシステムを地域の中でつくり上げていく必要があるのです。

実際に底辺で活動されている方がいるのだという事実の中から、そういう人たちの意見を世の中

に発信できるような、そして、皆さんが、なるほど、そういう勉強をされて、そういう資格を持っ

て、資格と言うほどのものでなくても、そういう勉強をされて、発言されているのだということを

認識できるような社会、そういう地域であってほしいと感じております。

先ほど広瀬会長がおっしゃった事柄と、私が言っている地域リーダーのことで１点だけ補足いた

しました。

○広瀬会長 今の地域リーダーのお話はいいでしょうか。
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すごく時間が押しております。議論百出は結構ですけれども、そろそろまとめに入りたいと思っ

ております。

この後、資料８に基づいて、もう一回、総括的なご意見をお聞きしますので、最後に基本方向６

と多様なライフスタイルを可能にする環境の整備ということで齊藤委員がご意見を出してくださっ

ていますけれども、基本方向６の暴力根絶に対する取り組みの充実というところでは、山崎委員も

先ほど発言されましたが、今まで発言されていない関口委員にぜひ発言していただきたいと思いま

す。

○関口委員 小樽から来ました関口です。

２点だけに絞るということで、非常に悩んでしまったのですけれども、私は福祉と法とが関わる

現場で働いていますので、そこから見えることとしてＤＶ問題を提案しました。それは、今の中高

年の方たちの実情の中に、家庭内暴力といいますか、夫から妻に対する暴力があるということなの

です。例えば、介護を受けさせないとかです。妻が認知症になってしまったということから、非常

に大きな問題を引き起こして、それが、家庭の中にしまい込まれてしまっているということに結構

接します。

それから、先ほど、海外では、女性が福祉の現場で、広く社会進出するというお話がありました。

確かに、福祉の現場では女性が進出しておりますけれども、福祉の業界というのは圧倒的に男性社

会です。その中で、例えば職場内でセクハラ問題が生じたときに、トップはおおむね男性が占めて

おりますので、女性職員がセクハラ被害をどのように訴え、解決するかというコンプライアンスが

職場内にあることはきわめてまれです。ですから、施設長とか副施設長といったトップの男性たち

が被害を受けた本人の事情聴取をするということが起きているのです。それも、一般には知られな

いところです。

普通の家庭の中にあっても、そういったことはなかなか公にならないし、ましてや、福祉の業界

は広く進んでおりますけれども、その中でも知られておりません。

生き方として、男性は仕事中心でやってきた、女性が家庭を支えてきた中で、歳をとることによ

って幾つかの問題を抱え込んできたときに、この暴力の問題は非常に根深く押さえ込まれていって

いるということを、私はとみに感じております。

基本は、生活そのものをどういうふうに考えてきたのかということになると思うのです。団塊の

世代が退職して、夫婦で仲よく暮らしているということで、あちこちで旅行したりということがあ

りますが、男性は閉じこもっていくのです。

女性は、男性が退職したときに、それをきっかけに、今まで生き生き活動していたことができな

くなってしまったり、逆に、男性は、どんどん引きこもっていって、自分ひとりの世界になってい

ってしまって、社会との接点をなくしていくのです。

先ほど、男女平等参画の意識を中高年の男性に特に浸透させていく必要があるという話がちょっ

とありましたが、実際にこれから大量の団塊の世代が社会の中で高齢者の位置に進んでいくときに、

この世代に向かって何かやっていかなければ、大変なことが起きてくるのではないかと実感してお

ります。

そのためには、若い人たちのＤＶ被害もそうですけれども、中高年からのＤＶ被害に対して、も

っと広い視野を持った多様な支援を、本腰を入れて考えていかなければいけないと思います。その

ためには、男性の別の意味での社会進出を促すとか、家庭をどういうふうに見直していくのかとい

うことですね。家事を中心にした暮らしを中高年の方たちがどのように捉え直していくのか。趣味

に生きていくだけではなくて、子育てが終わっても家庭というものはそれぞれ厄介なものを含んで

いくわけですから、そういうものとどういうふうに向き合っていくのかということを考えていかな

ければならないのではないかと思います。

そういう意味で、それが破綻した姿がＤＶだと思っているので、経済力、福祉的支援の多様な方

策ということを提案したいと思ったのです。

○広瀬会長 ありがとうございました。

時間の関係もありますので、資料７をもとにした議論はここまでにさせていただきます。

資料８をごらんください。

これは、事務局のほうで、私たちが資料７に挙げた意見をほとんど含む形で平成２６年度の重点

事項に関する意見（案）としてつくってくださったものです。
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一々読み上げませんけれども、平成２６年度はこういう形でどうかということで、皆さんと総括

的な議論をさせていただきます。

先ほど、まだ言い足りないというご意見のある方がいらっしゃいましたら、まず、その方からご

発言ください。

○崎広副会長 地域リーダーのところでお話ししたかったのですが、私は、北海道の母子家庭等自

立促進計画検討協議会のメンバーになっておりまして、そこでもお話があったのですけれども、出

ていた委員で、北海道寡婦福祉連絡会の方ですが、その方の年齢は８０幾つなのです。地域のそこ

のグループに今の若いお母さんたちは入ってこないというのが悩みで、誰も引き受け手がないとい

うお話をされていたのを思い出しました。

というのは、各地域にいろいろな組織がございます。例えば、今言った団体もそうですし、今、

民生委員も人手がないでしょう。保護司の引き受け手もないでしょう。消防団の団員も引き受け手

がないでしょう。

世の中はよくできたもので、地域にはいろいろな仕組みがあるのですけれども、男女かかわらず、

今、若いなり手がいないのです。地域自体が崩壊しているという原因もあるのですが、札幌市内を

とっても、そういう人手がないのです。そこのところは、新たにつくるというより、地域に仕組み

があるのです。そういったところにも、男女平等の目線とかＰＲをやっていくといいのではないの

かと思います。

どさくさに紛れて言います。

先ほど、田中委員のまだまだ古い男女平等というところについてのお話の中で、私はそう思って

いたのですが、田中委員がおっしゃっていたのは、今の男女平等は、意外と多様性を認めているの

です。昔は画一的に男女平等でなかったらだめだと言っていましたけれども、きょうのお話を聞い

ていて、皆さんが言うのは、多様性を認めつつも男女平等なのだということではないかと思います。

○山根委員 皆さんのお話をたくさん聞いて、何か違うなとか思いながらも、むずむずしているの

です。私たちは、一人一人が自立した人間でなければならないということで、とりあえず、生活の

自立、精神の自立、経済的自立、そして性の自立です。これができる子どもに育てたいということ

で、私も小学校の教員を続けてまいりました。

しかし、世の中のそれに対するバッシングもあったり、教育の中でそれが十分にできているかと

いえば、まだまだの状況にありまして、今も後輩たちはそのことについて研究協議しながら子ども

たちと向き合っているところです。

やはり、一人のところが変わらなければ、世の中はなかなか変わらないです。いろいろな地域に

ある組織が変わらないのは、その人の考え方ができ上がっているからそうなるわけで、そこは長い

時間をかけて取り組まなければいけないというのが私たちの取り組みです。お話を聞いていると、

最後の問題のところにきて、齊藤委員がお話しされたようなことからいくと、結局、最初の意識変

革のところに戻るということですね。その意識変革も、ここにいる人すら違っていたりするという

状況だと感じました。この中から重点課題を絞って次年度にというのは、これだけの協議でそれは

できないのではないかとすごく疑問に思っていて、この審議会が年に３回というお話を聞いたとき

に、何ができるのかと思ったけれども、きょうはその思いをますます強くしています。

やはり、私たちが議論を重ねて、一つすり合わせたものでアピールしていくような審議会になら

なければ、本物にはならないのではないかと思っております。

かなうかどうかわからないけれども、そう思ったので、お話しさせていただきました。

○広瀬会長 それでは、資料８に関して、ここには目標Ⅰ、目標Ⅱ、目標Ⅲにかかわる基本方向と

施策の方向が挙がっております。基本的には、皆さんから出たご意見をそのまま反映させる形でつ

くっていただいているのですけれども、個人的な意見を言わせていただけると、ちょっと総花的過

ぎる気もいたします。

その点に関して、何かご意見がありましたら伺いたいと思います。私の意見は最後に申し上げた

いと思っております。いかがでしょうか。

○鈴木委員 私も、会長がおっしゃるように、皆さんの意見を満遍なく取り入れていただいている

のですけれども、これは重点事項ということで、全ての施策は必ず皆さんが進められるものですね。

どこに重点を置くのかといったときは、もう少し数を絞った方が明確になりやすいと思います。

自分の考えの中で２項目ずつ提出したところですけれども、きょう、また皆さんとお話しして、
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こちらもいいなと考えが変わった方もいらっしゃるかもしれませんし、２項目のうち一つに絞ると

したらどちらだろうと、今、私は考えていたのですけれども、そういった形で少し絞り込みができ

た方が、行政の方にやってもらうという視点の重点項目としては、審議会の意見がはっきりとわか

りやすいものになると思います。

○広瀬会長 ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

○山中委員 私、個人的には、去年も同じようなことを言いましたが、広報からいこうが、教育か

らいこうが、どの切り口からいってもいいと思っています。

今、こうして挙げていただいて、これを動かしますというのは、それに従いましょうという気持

ちでいます。

男女平等参画社会という黄色い印刷の冊子をもらいましたけれども、これが、男女平等参画社会

の定義なのだとしたら、今、ここで議論されていた多様性の部分に関しての定義としては薄いと思

います。要するに、広報をするにしても、これで広報しますよと言うのでしたら、薄い、多様性に

乏しい、足りないというふうに思わざるを得ないですし、それでは、これを教育しますと言ったと

きに、学校の教員の方たちがこれをどこまで深く理解するのか、その教員の人たちの教育、訓練も

必要になってくると思います。それぞれがいろいろな思想や感覚を持っている以上、どうしてもず

れが生じてしまう、ねじれが生じてしまうというところについて、政治の力を見せるとしたら、定

義をもっと明確にしていくということではないかというのが私の意見です。

○広瀬会長 ちょっと質問してもよろしいですか。

その定義というのは、男女平等参画社会とは何かという定義のことでしょうか。

○山中委員 うまく言えないですけれども、広報・啓発活動をしますと言っても、何を広報するの

ですか。女性の社会進出をもっとといっても、女性はもう社会進出していると思っている人もいれ

ば、まだまだ足りないと思っている人もいます。大昔は、女性自体の働き口がなかったというとこ

ろからのスタートなのだろうとは思いますけれども、今は、別に女性の働き口は幾らでもあります

ね。男女平等かどうかはわかりませんけれども、その辺が、何か自分の中でも、それでは、どうい

うのを北海道は、もしくは日本という国は、男女平等社会として目指しているものなのかというの

が、正直見えないのです。

専業主婦をなくしましょうという捉え方をラジカルに言うと、捉えられる方向性もありますけれ

ども、それは多様性があるのだから、認めましょうと一部では言いつつ、女性は働かないと税収も

上がってこないので、ワーク・ライフ・バランスを整えて、こちらで働かせて年金と税収を上げま

しょうと言っている人たちもいて、少子化をなくしましょうといって家庭に入りなさいと言ってい

る人もいて、これはどうしようもないのではないかという話で、何を目指しているのかということ

を僕自身がわからないので、もうちょっとわかるように、私にも広報、啓発をしていただきたいと

思います。すみません。

○広瀬会長 確かに、すごく多様な意見が出ましたので、そういう思いになられるのはわかるので

すけれども、基本的には、男女共同参画社会基本法の定義があって、それをどう具体化するかとい

うところから、自治体で始まっているのだと思うのです。

実は、その定義は、このパンフレットの下に書いてありますね。短く言えばこういうことである

のですね。これは、決して女性はみんな働きなさいとか、専業主婦になりなさいということではな

いわけです。

そのあたりは、きょうは議論がたくさん出ましたので、混乱されているかもしれませんが、これ

は議長にも責任があると思いますけれども、基本的には、さまざまなアプローチの仕方から社会を

変えていくと考えたほうがいいと私は思っています。ですから、広報、啓発も必要ですし、教育の

中身をどう変えるかということも必要ですし、ＤＶにどう対処するかということも必要です。です

から、どれも必要な項目であるのですが、それをもう少し絞ったらどうかというご意見も出ました。

その点で議論をさせていただきたいのです。

ここまでいろいろ議論を重ねてきて、皆さんのご意見もまとめてきていますので、全部をチャラ

にすることはできないと思うのです。

○崎広副会長 私も、その考え方に立って決めているのです。

というのは、この後、道議会なり何なりへ行って、最終場面で道の施策として展開するときには、
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予算措置という形で具体化するのです。私たちは、議員でも何でもないので、ここまでしかできま

せん。そういう目線では、この後、施策として打ち出したときに、育児、介護、保育ということで、

まさに待機児童が１，０００何ぼもいる以上は、ここは予算をつけてもらわなければいけないと思

います。審議会からの重点事項となると、これは議会としても無視できないだろうという意味合い

で、育児、介護を挙げました。

要するに、お題目だけで済む項目もあるのではないかと思うのです。

実際に道の行政を考えたときに、道が行政をする場合に、予算措置をとっていなければいけない

ものですから、それは、必ずしも男女共同参画グループが主管予算ではなくて、ほかの部局にかか

わるところがあるかもしれないけれども、私たちが何かを展開しようと思ったら、そこには予算的

な何かがつながっていくので、私はそういう目線でやりました。ですから、役員登用も、道にやっ

てもらわなければ困ることで、具体的にしなければいけないことです。ですから、そういう実利を

とろうと思って、そういう作戦でやりました。

○足立委員 先ほどから非常に広範囲な意見が出ています。基本的に、これでどうまとめるのか、

なかなか難しい話になってくると思います。

ただ、それぞれの項目で皆さんのご意見をいろいろ読ませていただきますと、基本的には、男女

平等参画という項目の中にあらゆるものが関連づけられているのです。

ですから、一つの項目で、これをとったから、この項目を捨てたからということではなくて、一

つの項目を立てれば、その項目の中にいろいろな要素が入っているのです。逆に言えば、ここに挙

がってきているテーマが基本的には全て絡んでいるのです。ですから、皆さんもいろいろご意見が

あると思いますし、私自身も意見がありますが、ある程度ガイドラインをお示しいただいて、その

中で、今後の審議の中で議論をしていくという方向性をとるのがいいのではないかと思います。

ここで、皆さんに手を挙げていただいて多数決をとるよりも、会長のお手元に何かしらのご意見

もあるようですから、その辺をお示しいただいて、そうしたものの重点項目の中でさまざまに議論

を広げていくということを皆さんでお互いにやっていけばいいのではないかと思うのですが、いか

がでしょうか。

○広瀬会長 ありがとうございました。

ほかにいかがですか。

（「なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 それでは、私の意見を最後にと申し上げましたけれども、申し上げます。

実は、この表を見ますと、平成２５年度というは、とても絞ったのです。結局、重点事項として

は、全部で六つです。家庭における男女平等教育の推進、学校における男女平等教育の推進と、目

標Ⅱの中では、家庭生活への男女平等参画の促進、仕事と生活の調和に関する意識啓発、育児、介

護の支援体制の充実、男女の均等な雇用機会と待遇の確保というところにぎゅっと絞り込んでいま

す。

昨年度は絞り過ぎたのではないかという感じもありますので、今年度は皆さんの意見をできるだ

け生かす形で、少し項目をまとめさせていただきたいという提案をいたします。資料８を見ながら

お聞きください。

まず、基本方向１と２に関しては、そのままでいいというのが私の意見です。

基本方向３ですけれども、これは、性の尊重についての認識の浸透ということで、これはすごく

大事な項目ですが、実は、目標Ⅱの６とほとんどかぶっているので、Ⅱの６を推進する重点項目に

するということで、基本方向３は取り下げさせていただきたいと思います。これが一つ目です。

続きまして、２ページ目です。

目標Ⅱの基本方向３ですが、これは、就労等の場における男女平等の確保ということで、施策方

向の（３）と（４）です。これは、基本的には重なっているので、どちらかに絞った方がいいので

はないかという気がします。つまり、再就業への支援にするか、多様な働き方への支援のどちらか

一つを選択した方がいいのではないかというのが、私の意見です。もう少し踏み込みますと、多様

な働き方への支援を据えれば、再就業への支援ともかぶると考えておりますので、施策の方向（３）

はカットさせていただきたいということです。

続いて３ページ目ですが、基本方向５で、地域社会におけるというところですが、これも先ほど

たくさんのご意見が出まして、ＮＰＯ等の市民活動の促進、地域リーダーの養成というのも中身と
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してはかぶっておりますので、地域リーダーの養成を採用して、ＮＰＯ等の市民活動の促進はそこ

に含まれますので、施策の方向（２）はおろすというふうに提案したいと思います。

それから、最後の目標Ⅲです。

これは、高齢者が生きがいを持って地域で暮らせるということでございましたが、今お話した地

域社会における男女平等参画の促進と大きく絡んでくるのではないかと思います。基本方向５の施

策（３）のところに含めさせていただいて、この項目自体は、おろさせていただきたいというのが

私の意見でございます。

というのが私の提案ですけれども、今の提案について、委員の皆様のご意見を伺いたいのですが、

いかがでしょうか。

○足立委員 資料６に、平成２６年度に丸印が１５個ついておりますので、これでチェックをして

いただくのがわかりやすいと思います。

○広瀬会長 採用したいという項目を申し上げます。

まず、目標Ⅰの施策の方向の（１）です。

広報・啓発活動の充実です。

続きまして、５の国際交流・国際理解・国際協力の促進です。

続いて、２の基本方向の中では、（１）家庭における男女平等教育の推進、（２）学校における

男女平等教育の推進です。

続きまして、目標Ⅱに行きます。

まず、基本方向１の中では、（２）の役職等への女性の登用の促進という項目です。

続きまして、基本方向２の中では、（２）仕事と生活の調和に関する意識啓発です。そして、（３）

の育児・介護の支援体制の充実です。

それから、基本方向３では、（４）多様な働き方への支援です。それから、（５）のパートタイ

ム労働者や派遣労働者等の雇用環境の整備となります。

続いて、基本方向５では、（３）の地域リーダーの養成というところになります。

続いて、基本方向６です。

男女平等参画を阻害する暴力根絶に対する取り組みの充実という項目です。

今、私が申し上げたとおりですが、いかがでございましょうか。

何かご意見がございましたらお願いします。

○山根委員 すみません、質問したいのですが、資料６で、今、丸をつけていったのですが、昨年

度の部分で六つの重点になっていたというお話ですが、それがどうなって今回を迎えているのかと

いうところをお聞きしたいのです。

例えば、昨年と連続する部分は土台になるものがあるのかどうか、それを発展させる今年になる

のか、私は、今年初めてなので、昨年の六つの部分はどのように進められているのか、お聞きした

いのです。

○広瀬会長 それでは、事務局からお願いいたします。

○崎広副会長 私は、昨年のことは知っているので、あくまでも、今年は今年、去年は去年という

ことです。ただそれだけです。去年のこれは何で消えるのかといったら、皆さんからお話があって、

今年はこれでいきましょうということです。そのときに、過去にこれもやってきたから、ずっと続

けていこうというものもあれば、今年にやろうというものもあって、必ずしも、去年の評価を踏ま

えて、今年はこうだという組み立てにはなっていないのです。あくまでも、その年の断面で、この

リストに基づいて、その中で各委員が選んだものから、今日のような話をして決めていくというの

が去年までの決め方です。

○山根委員 重点を決めるだけの会合ではないですよね。その中身を話し合って、その成果を求め

るような進め方ではないのですか。

○崎広副会長 違います。重点項目を決めるのがきょうの会議のテーマです。

中身はどうこうということではなくて、この項目に挙げられている重点項目の中で、どれを２６

年度の目標に定めますかというのがきょうのテーマです。細かく、この内容についてどうだという

ものではないのです。

○山根委員 今、平成２６年の重点項目をここで決めますね。そうすると、任期は２年ですから、

来年度はこの会議が３回開かれる予定ですね。そうすると、その中で、これを解決すべく話し合わ
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れるということだと思って参加しているのですが、それでいいですか。

○広瀬会長 そこは、ちょっと違うのです。

事務局から説明していただけますか。

○事務局（佐藤主幹） 最初に、この重点を決めていただく段階で少しお話しさせていただいたの

ですが、今回の重点につきましては、今後、道の来年度の事業に向けて、重点的に男女の視点を取

り入れてもらう項目を選んでいただいて、それを私どもから審議会で審議いただいた結果、こうな

りましたというものを各部各課にお知らせしまして、来年度に向けて各課で施策を考える場合に、

そういった視点を取り入れてもらうということで選んでいただいております。

したがいまして、今年度、「学校教育における男女平等の推進」という項目が重点になりました

ので、教育部局では、「児童生徒の人権や男女平等に配慮した教育の推進」という施策の中で、例

えば、教科、特別活動、総合的な学習の時間などさまざまな場面において、男女平等参画の視点を

取り入れた指導を行っているところでございます。

そのように、私どもからご提案させていただいた重点に対しまして、来年度の事業化に向けて、

それぞれのできる範囲で、その視点を入れて取り組んでいただくものでございます。

○山根委員 ここの審議会では内容にかかわらないということですね。

○事務局（佐藤主幹） 各部局が実施する個々の事業については、それぞれの施策がありますので、

その施策に対して、私どもの重点の考え方を入れてもらうという観点でございます。

○広瀬会長 それでは、私が先ほど提案しましたけれども、以上のような絞り込み方で、事務局か

ら出していただいた資料８を修正するということで、ご了承いただけますでしょうか。

いかがでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 ありがとうございます。

もし文言等でここは修正した方がいいという意見がございましたら、終わった段階でも結構です

ので、こちらに申し出ていただきたいと思います。

それでは、次に移らせていただきますが、文言上、若干の修正等を施さなければならないところ

が出てくると思いますけれども、それに関しましては、私と崎広副会長と事務局で最終調整をさせ

ていただくということで、お認めいただけますでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 ありがとうございます。

それでは、議題（３）に移らせていただきます。

議題（３）は、北海道男女平等参画チャレンジ賞受賞者選考にかかわる専門部会の設置について

です。

事務局から説明をお願いします。

○事務局（山中主任） チャレンジ賞の担当をしています山中です。

資料９から１１で説明させていただきますが、主に資料９を見ていただきたいと思います。

まず、資料９の１の設置の根拠です。

点線で囲ってある参考の部分で見ていただきますと、北海道男女平等参画チャレンジ賞実施要綱

の第５条第１項です。

本賞の選考は、北海道男女平等参画審議会の専門部会で行うとなっております。

そして、北海道男女平等参画推進条例の第３０条第１項です。

審議会は、その定めるところにより、専門部会を置くことができるとなっており、専門部会を設

置して、チャレンジ賞の選考をしていただきたいというところです。

２番目の専門部会設置の理由ですが、ここに書いてあるとおり、男女平等参画のチャレンジ賞は、

社会のあらゆる分野で個性と能力を生かして、チャレンジしている個人や団体または支援団体・グ

ループを顕彰して、男女平等参画社会実現への気運を高めることを目的としているもので、有識者

から成る北海道男女平等参画審議会専門部会を設置して、男女平等参画の各分野の専門的な視点か

ら、検討を行うこととしております。

３番目の専門部会の構成についでですが、社会のあらゆる分野で活躍している個人・団体を顕彰

することから、各分野からバランスよく構成していただきたいと思います。

ここで、昨年度の応募については、１個人３団体の計４件ということで、受賞者については、資
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料１１のとおり２件となっております。

今年の応募状況ですけれども、２個人４団体の合計６件となっており、こちらから２件の受賞者

を決めていただきたいと思います。

資料９に戻りまして、４番の専門部会の開催スケジュールですが、本日専門部会を設置していた

だきまして、第１回専門部会を１１月上旬に行いたいと考えております。１１月上旬の開催の前に、

専門部会の委員には資料をお送りして採点していただいて、１１月上旬の専門部会で、皆さんの意

見をまとめまして、候補者を選考していただいて、知事へ報告となります。

１２月上旬に受賞者を決定し、１月中旬に贈呈式と考えております。

５番目の専門部会の公開については、受賞候補者のプライバシーに配慮して、審議は非公開とし

ております。

○広瀬会長 ありがとうございました。

ただいまの資料に基づいた説明につきまして、何か質問等はございますでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 もしなければ、専門部会の委員の構成について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局（山中主任） 専門部会の部会長及び専門部会の構成委員につきましては、北海道男女平

等参画推進条例第３０条により、会長が指名することとなっておりますので、会長からご指名をお

願いしたいと思います。

なお、委員の構成人数については、５名でお願いしたいと考えております。

○広瀬会長 ありがとうございました。

それでは、私から、部会長と専門部会の委員を指名させていただきます。

チャレンジ賞の候補者の状況や委員の男女の比率、あるいは、札幌近郊でなるべく集まりやすい

方を考慮いたしまして、部会長に崎広副会長、専門部会の委員に齊藤委員、高田委員、山田委員、

山中委員にお願いしたいと思います。合わせて５名です。

専門部会長と委員につきまして、今申し上げた５名でよろしいでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 ありがとうございます。

専門部会で行われた審議内容については、本審議会の意見として知事に報告させていただくこと

にいたします。

こちらで用意いたしました議題は以上ですが、委員の皆様から何かございますでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

○広瀬会長 事務局から何かございますか。

○事務局（浅野主任） 私から、次回の審議会の予定についてお知らせさせていただきます。

次回の第３回審議会は、２月に開催する予定でございます。

時期が近くになりましたら、出席可能な日程につきまして、今回と同じように、お問い合わせを

させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○広瀬会長 特にご質問等がなければ、以上をもちまして本日の議事を終了いたします。

長引きまして、申しわけございませんでした。

どうもありがとうございました。

○事務局（木元男女平等参画担当課長） 広瀬会長、崎広副会長、また、委員の皆様におかれまし

ては、長時間にわたるご審議をありがとうございました。

また、これから、第２次の基本計画の改定にかかわります専門部会、あるいは、今、決めていた

だきましたチャレンジ賞選考の専門部会にご出席をいただきます委員の皆様には、近く開催の日程

の調整等をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

３．閉 会

○事務局（木元男女平等参画担当課長） これをもちまして、本日の審議会を終了させていただき

ます。

ありがとうございました。

以 上


